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こどものためのほうりつができました！

守口市こども計画ってなに？

計画はいつからいつまで？

こどもは一人ひとりがとても大切なそんざいです。

すべてのこどもが幸せにくらせる社会をめざすためのほうりつができました。

こどもきほんほうには、６つの大切な考え方があります。

こどもの意見を大事

にして、こどもに

とってもっとも良

いことが考えられ

ること

子育てをしている

家庭を助けること

子育てを楽しく感

じられる社会をつ

くること
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すべてのこどもが

大切にされ、じんけ

んが守られ、差別さ

れないこと

すべてのこどもが

大事に育てられ、

ほごされるけんり

が守られ、教育をう

けられること

すべてのこどもが

成長のていどにあ

わせて、自分に関係

することに意見を

言えること
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守口市に住むすべてのこどもとわかもの、ほごしゃが安心してくらせるた

めの計画です。

こどもきほんほうがめざす社会をつくるために、守口市がとりくむことを

書いています。

こどもとわかもの、ほごしゃのためのとりくみは、市役所だけでなくちい

きの人やだんたいともいっしょにすすめます。

令和７年度から令和１１年度までの５年間の計画です。

毎年、計画でとりくんでいることを調べて、会議ではなしあいます。
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こどもまんなか  えがおのまち  守口

守口市こども計画でめざすこと

守口市では、こどもたちをまちづくりの中心にして、

こどもとほごしゃがえがおでくらせるまちをめざします。

6つのポイントで

「こどもまんなか えがおのまち 守口」をつくります。

こどものけんりを大切にする

こどもは生まれながらにけんりをもっています。一人ひとりのちがい

をみとめて、こどものけんりを大切にします。

こどもの意見をきいて、こどもとわかものの今とこれからにとって、

もっとも良いことをいっしょに考えます。

基本理念

1

だれもが幸せにくらせるように2
こどもがいろいろなちしきをもとに、自分で考えて問題をかいけつ

できるようにします。

自分も相手も大切にする人間関係をつくり、大切なことは話し合い

で決めていけるような力をつけられるようにします。

しょうらい、社会の変化にもたいおうして生きていき、自分の幸せ

をつかめるような力をつけられるようにします。

すべてのこどもが未来への希望をもつことができるようにします。
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子育て家庭のふたんを軽くする

こどもを育てるほごしゃが安心できるようにします。

子育て中の人がこまったことをいつでも相談できるようにします。

子育てにかかるお金のふたんをかるくします。

3

みんなでこどもとほごしゃをささえる4
こどもと子育て家庭をちいきの人みんなで見守ります。

こどもが多くのおとなとふれあえるようにします。

ちいきの人や会社、市役所が協力してこどもとわかものが安心し

て育つかんきょうをつくります。

とくにしえんがひつようなこどもと子育て家庭には、いろいろな

人が協力してしえんします。

小学校に入るまでのこどもの育ちを大切にする

子育て家庭がひつようとするサービスをおこないます。

一人ひとりのこどもの成長にあわせて、遊びのなかから学びにつな

がるほいくをおこないます。

5

仕事と子育ての両方をしやすくする6
働いているほごしゃも子育てにかかわれるようにします。

育児のために会社を休んだり、早く帰ったりできるようなしょく

ばがふえるようにはたらきかけます。

こそだ

しょうがっこう

しごと こそだ りょうほう

はい そだ たいせつ

かてい かる

ひとり

そだ

こそだ

こそだ

こそだ

おお

ひと

ひと

そだ

かいしゃ

こそだ

こそだ

はたら こそだ

いくじ かいしゃ やす はや かえ

かてい

せいちょう あそ まな

きょうりょく

かてい

あんしんきょうりょくしやくしょ

かてい みまも

かね

ちゅう ひと そうだん

あんしん



4

守口市こども計画でとりくむこと

小学校に入るまで（生まれるまえから 6 才くらい）のこどもと家族のために

小学校から思春期（6 ～ 18 才くらい）のこどものために

お母さんのおなかの中にいるときから、お母さんもこどもも元気でいられるよう

にけんさをうけたり、相談できたりできるようにします。

生まれたあとも、心と体が健康で、ほごしゃが安心して子育てができるようにしま

す。

安全で安心できるところで、こどもがたくさん遊んで、いろいろなことができるよ

うになる力をひきだすほいくや教育をおこないます。

子育て家庭が必要とするほいくサービスをおこないます。

ほごしゃどうしで友だちになって、楽しく子育てできるようにします。

一人ひとりのこどもが、学校で安心して楽しく学ぶことができるようにします。

しょうらいおとなになったときにやりたいことをみつけられるようにします。

特別の手助けがひつようなこどもに対しては、ひつような手助けをしながら、友だ

ちと一緒に学べるようにします。

放課後にお家の人がいなくても、安心してすごすことができる、放課後児童クラ

ブに行けるようにします。

こどもが自由に遊び、いろいろな人と交流することができるいばしょをつくります。

いろいろな遊びができる公園をふやします。

ちいきのさまざまな人といっしょにさまざまな遊びや体験ができる機会をつく

ります。

こまったことやなやみを相談できるようにします。

こどもが自分の身を守ることができるようにちしきをつ

けられるようにします。

学校に来ることができないこどものための学習しえん

やいばしょをつくります。
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青年期（18 才くらいから）のわかもののために

自分にあった仕事をみつけて、社会の一員としてけいけんをつめるようにしえんします。

しょくば体験や自然体験、福祉体験など、さまざまな体験の機会をつくります。

はんざいなどのきけんなことにまきこまれないよう、インターネットやＳＮＳを

りかいして、てきせつな使いかたができるようにします。

さまざまな生きづらさを抱えていても、自分らしく社会生活を送ることができる

よう、相談にたいおうします。

子育てをしている人のために

子育てや教育にかんするお金の心配をすくなくします。

ほごしゃがともに協力して仕事と子育てをできるようによびかけます。

子育て中の人が仕事をつづけやすい働きかたが広がるようにします。

ひとりで子育てをしている家庭がこまっていることに対するしえんをおこないます。

すべてのこどもとわかもののために

小さいときからこどもが自らのけんりについてりかいできるようにします。

こどもとわかもののけんりについて、おとなに広く知らせます。

ふだんから家族の世話などをしているヤングケアラーに対するしえんをおこないます。

学校でのいじめなどについて相談しやすくします。

外国にルーツをもつこどもがこまっていることの手助けをします。

こどもとわかものが守口市役所のとりくみに関心をもてるようじょうほうを発信

します。

こどもとわかものが自分の意見を伝えられるよう手助けすることと意見を言う機会

を増やします。

こどものはんざい被害やじこをよぼうし、こどもが安心して遊べる公園づくりをします。

こどもや子育て中のほごしゃが安心して外出できるようにします。

すべてのこどもが、生まれ育ったかんきょうにかかわらず、ゆめや希望をもつこと

ができるよう、子どもと家庭へのしえんをおこないます。

こどもに対するぎゃくたいがおこらないよう相談を受けたり、見守ったりします。

しょうがいのあるこどもとわかものが、安心してくらせるようにします。
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こどもが相談できるところ
そうだん

守口市「親子のための相談ＬＩＮＥ」

毎日１０時から２０時まで（相談受付は１９時３０分まで）

「親子のための相談ＬＩＮＥ」を友だち追加してください。

０６-６９９２-１６５５
月曜日～金曜日（祝日をのぞく）９時～１７時３０分

守口市こども家庭センター「あえる」家庭児童相談

０１２０-７２８５-２５ （なにわっこ にっこり）

大阪府子ども専用子どもの悩み相談フリーダイヤル

１８９
通話無料 ２４時間３６５日つながります。

児童相談所虐待対応ダイヤル

０１２０-０-７８３１０
年中無休２４時間受付

２４時間子供ＳＯＳダイヤル

０１２０-１８９-７８３
年中無休２４時間受付

児童相談所相談専用ダイヤル

０１２０-００７-１１０
平日８時３０分～１７時１５分

こどもの人権１１０番

☎
電話で相談

☎
電話で相談

☎
電話で相談

☎
電話で相談

☎
電話で相談

☎
電話で相談
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みなさんの声をきかせてください

守口市こども部子育て支援政策課

電　話

メール

住　所

０６-６９９２-１６６５

Ｍｏｒｉ_ｋｏｄｏｍｏｓｅ＠ｃｉｔｙ‐ｍｏｒｉｇｕｃｈｉ‐ｏｓａｋａ．ｊｐ

〒５７０-８６６６  大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号

このさっしについての連絡先

こども計画は、こどもとわかもののための計画です。

こどももわかものも社会の一員として声をあげ、その声が社会にいか

されることが大事です。

みなさんの声によって、みなさんの気持ちや必要としていることが、

より多くのおとなに伝わります。

そのことで、こどもとわかものに対するとりくみを、より良くしてい

くことができます。

ぜひ、みなさんの声をきかせてください。

メールまたはゆうそう等で受け付けています。

意見ていしゅつ用紙は市のホームページからダウンロードできます。

くわしくは守口市ホームページをかくにんしてください。

令和６年１２月２５日（水）から令和７年１月２３日（木）まで
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